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さいたま市記念総合体育館のネーミングライツ契約を更新しました 
 
 さいたま市記念総合体育館のネーミングライツに関する契約について、下記のとお

り契約を更新しました。 
 

記 
 
１ 契約名 
  「さいたま市記念総合体育館ネーミングライツに関する契約書」 
 
２ ネーミングライツパートナー 
   サイデン化学株式会社 
 
３ ネーミングライツによる名称 

サイデン化学アリーナさいたま 
   
４ 契約期間 
   令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間） 
 
５ ネーミングライツ料 
   年額４００万円〔総額２，０００万円〕（消費税及び地方消費税別途） 
 
６ ネーミングライツによる名称の使用期間 
   令和５年４月１日から契約終了まで 
 
７ 名称の一部変更 
   本市に所在する体育館であることの認知度や知名度の向上を図るため、「サイデ

ン化学アリーナ」から「サイデン化学アリーナさいたま」に一部変更を行いまし

た。 

記者発表資料 
令和５年３月１０日（金） 
問い合わせ先：スポーツ振興課 
課長：石川 
担当：三石 
電話：８２９－１７２９ 
内線：２２３８ 


